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Ⅰ．はじめに

　医師法（昭和23年法律第201号）第17条においては、「医師でなければ医業をしてはならない」（業務独占）
とされ、これに違反すれば同法第31条の規定により３年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せ
られる。また、診療の補助という限られた範囲内の医療行為については医師の指示のもとで看護師、ま
たは准看護師が行うことが許されている。一方、介護福祉士や初任者研修修了者（旧ホームヘルパー２
級）、無資格の介護職員は医療行為を行うことを法律上禁止されてきた。
　しかしながら、1999（平成11）年の民間病院問題研究所の調査では、実際の介護の現場において96％
の介護職員が、違法と言われている医療行為を行っているという状況であった。
　また、日本労働組合総連合会の介護保険三施設調査における2003（平成15）年から2004（平成16）年
にかけての「介護職の医療行為関与の状況」を比較しても、ほぼ同様の結果が出ている。「介護職員の
医療行為は常態化している。」と回答したものは65％であった。2000（平成12）年に介護保険制度が始まっ
た後も、介護職員による医療行為はかなりの広がりをもって実施されていたことがうかがえ、介護の現
場では違法とわかっていても介護職が行わざるを得ない状況であることも判明した。特に、在宅で介護
を受ける筋萎縮性側索硬化症（以後ALSとする）の利用者は24時間喀痰の吸引が必要であり、そのほと
んどは利用者の家族が吸引を行っていた。ちなみに医療行為を許されているのは医療行為を業とした医
師や看護師以外に唯一利用者の家族と利用者本人のみであった。このALSの利用者の家族の介護負担が
強く、訪問介護時のヘームヘルパーにも喀痰の吸引を許可して欲しいという強い要望があった。このよ
うな状況で、厚生労働省は2003（平成15）月に、ALSの利用者に限りホームヘルパーに喀痰の吸引を条
件付で３年間の期限を設定し容認した。
　2003（平成15）年５月には第８回介護福祉士試験のあり方等介護福祉士の質の向上に関する検討会に
おいて、「利用者主体といった視点に立ち、家族であれば認められるような医療行為は、介護福祉士が
できるようにすべきではないか。」「医療行為については、一切行えない行為、研修により行える行為な
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ど整理が必要ではないか。」などの意見が出された。
　これらのことを背景に、2005（平成17）年７月26日に厚生労働省は医師法第17条、歯科医師法第17条
及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について（通知）により以下の11項目を医療行為から除外した。
　①　体温の測定
　②　血圧の測定（自動血圧計のみで水銀血圧計による測定は医療行為とする）
　③　パルスオキシメータ（血中の酸素量測定器）の装着
　④　軽微な切り傷等への処置（ガーゼ交換を含む）
　⑤　軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、内用薬の内服、座薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧介

助
　⑥　爪切り・ヤスリがけ
　⑦　口腔内の洗浄
　⑧　耳垢の除去
　⑨　ストマ（人工肛門）のパウチ（袋）の排泄物の処理
　⑩　自己導尿補助のためのカテーテルの準備、体位保持
　⑪　市販の浣腸器を用いた浣腸
　これらの行為は、2005（平成17）年以前は介護保険施設や訪問介護時などに、多くの介護職員によっ
て日常的に行われてきた行為であるが、医療の知識や技術がないまま安易に行うと、直接的に人体に危
害を及ぼす虞のあるものも含まれているのではないかと考える。現在2005（平成17）年から12年が経過
し、介護福祉教育の現状と課題を、文献をもとに検証する。

Ⅱ．医療行為から除外された11項目に対する検討

　介護福祉士養成施設の現行カリキュラムは2000（平成12）年の介護保険施行と同時期に、それまでの
1500時間から1650時間に改正された。さらに、2008（平成20）年のカリキュラム改正で1800時間、2014（平
成24）年からは医療的ケアが加わり、1850時間となった。医学的知識については、介護福祉士が学ぶ医
学に関する科目が看護師、保健師、あるいはOT、PT、STと比較して非常に少ない点が論議され、2000（平
成12）年のカリキュラム改正で150時間の時間数増加が図られた。2008（平成20）年のカリキュラム改
正後も看護師養成課程の医学系カリキュラムと比較すると、十分であるとは言えない。
　このような状況を踏まえ、厚生労働省が回医療行為から除外された11項目はこの医学的な知識と技術
が要求されると考えられるため、これらの（1）～（12）項目について一つ一つ検討する。
　（１）　体温の測定：恒温動物である人間の体温が37度前後に保たれている理由、体温が異常をきたす

原因である感染や中枢神経疾患、外傷等による中枢神経の障害等、を十分理解する事が必要であ
る。その上で、体温測定の意義を十分理解し、正しい測定技術と正常値を理解し、異常の原因を
予測できるよう、また、測定値を間違って報告する事の危険性を十分にさせる必要がある。

　（２）　自動血圧計により血圧を測定すること：人体の解剖、生理学、循環器の知識が基礎となり、血
圧の意味、正常値、正しい測定技術、および血圧に異常をきたした場合何が危険なのかを予測す
る力、測定値を間違った場合の危険性、および、自動血圧計の原理や操作方法を理解する必要が
ある。

　（３）　パルスオキシメータ装置を装着すること：呼吸器、循環器系の解剖学、生理学、血液の中の赤
血球、ヘモグロビンの役割、酸素飽和度とパルスオキシメータの原理、正しい装着方法、異常を
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きたした場合何が危険であるのか。緊急事態の対処法等の理解が必要となる。
　（４）　軽微な（専門的な判断や技術を要しない）切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断

や技術を必要としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼ交換を含む）。：軽微な（専門的な判
断や技術を要しない）という判断基準は明確ではないが、皮膚の解剖・生理、および、感染や消
毒法の基礎知識と、無菌操作、消毒法の技術などが必要である。

　（５）　軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、内服薬の内服、座薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧
介助：薬理学、皮膚、眼、消化器等の解剖、生理の理解が必要である

　（６）　爪そのものに異常がなく、爪周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う
専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけするこ
と：爪そのものの異常の有無の判断、爪白癬や巻き爪などの基礎知識が必要である。

　（７）　重度の歯周病等が無い場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き
綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること：近年口
腔衛生に関する知識や技術は、高齢者の介護において注目されてきており、歯、口腔粘膜に関す
る解剖生理と口腔内を清潔にする意義、効果的な口腔内ケアの方法などの知識が必要であると考
える。

　（８）　耳垢を除去すること：外耳道の構造と中耳、鼓膜の解剖生理、および安全で確実な技術が必要
である。

　（９）　ストマ（人工肛門）装具のパウチ（袋）にたまった排泄物を捨てること：人工肛門の目的、人
工肛門者の心理及び、排泄物の処置の技術が必要である。

　（10）　自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと：外尿道口から腎臓
など泌尿器系の解剖生理及び尿路感染症の知識と自己導尿の目的、手技が必要である。

　（11）　市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること：消化器の解剖生理及び浣腸
の目的、手技に加え禁忌事項についても学ぶ必要がある。

　ここで、厚生労働省からの、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健士助産師看護師法第31条の解
釈について（通知）、医療行為から除外された11項目については、現在の介護福祉士のカリキュラムに
おいてどの科目に関連するかを整理する。
　これら11項目全てに共通し基礎となる科目は、看護師養成課程では解剖・生理学に該当する「こころ
とからだのしくみ」であり、それを具体的に実践する際には、主に「医療的ケア」と「生活支援技術」
が中心となる科目である。また、「生活支援技術」は全項目に関連し、は（3）の項目に関連が深い。
介護福祉士養成教育全体としては①時間数と教授内容、演習の組み立て方の検証。②他教科の教員と効
果的な授業の進捗を図るとともにとシラバスを活用し他教科との効果的な連動が図られているか。③こ
れらの行為の講義や演習で活用する必置義務器具の検討。④養成校教員の資質の向上。⑤介護現場の実
態調査を行うことで教育課題を把握し、教育内容の改善を行う。
などについて検討していく必要があると考える。
　①、②については、2005（平成17）年に、これらの行為が介護福祉士の業務として加わったことで、
なお一層の理解が必要になった。医療に関する科目や時間を単に増やすことではなく、これらの科目を
如何に連動させ、学生に理解できるよう効率的に行っているのか検証する必要がある。各科目の進捗状
況と学生のレディネスを把握しながら、授業が進められているか。また、介護福祉士養成校の学生は「こ
ころとからだのしくみ」の授業に対して、「難しい」と考えているものが多く、如何に学生に興味を持たせ、
理解を深めるかが課題である。
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　医療行為を業務とする看護師養成課程においては、「解剖学」「生理学」「病理学」「薬理学」等医学的
知識を教授する科目が必須科目として数多く存在する。
　介護福祉養成課程においては医療的知識に関する科目は「こころとからだのしくみ」、「医療的ケア」
の２科目であり、これらの科目の中で、必要な知識を教授できるよう効果的、効率的に授業を展開する
必要がる。
　③については、医療行為から除外された11項目の行為の講義、演習で活用する必置義務器具の検討は、
講義、演習の組み立て、各科目間の連動を考えていく中で十分整えられているか検証する必要がある。
　④の教員の資質向上については、従来の介護系科目担当教員の採用基準が、看護師、保健師、助産師、
介護福祉士を取得後５年以上の実務経験のみと言う事である。また、養成校を卒業し資格を取得してい
る教員でさえ、医学的な知識は十分とは言えない教員が存在する。教員の質についても向上のための学
習が必要であると考える。
　⑤については、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健士助産師看護師法第31条の解釈について（通
知）後12年が経過している。介護福祉士養成施設卒業者及び介護事業所に対し実態調査を行うことで、
現在の教育内容の課題を明確にし、より実践的で質の高い教育内容に改善していくことが必要である。

Ⅲ．おわりに

　今後、介護福祉士を取り巻く状況は、変化して行くであろうが、それらの状況に対応できる介護福祉
士を養成するための教育でなければならない。
　しかし、これまで看護師が行っていた医療行為と考えられていたものの一部が行えるようになったこ
とは、介護福祉士の業務範囲が広まり、介護福祉士の地位が向上することにつながると単純に考えて良
いものであろうか。あくまでも介護福祉士の使命は「利用者の生活支援」であり、看護師とは専門性を
異にするものであることを忘れてはならない。
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